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明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

六
二
　
　
（
一
五
二
八
）

明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
（
十
二
・
完
）

手

塚

豊

一
　
は
し
が
き

二
　
各
不
敬
罪
事
件

○
森
田
馬
太
郎
事
件
　
O
坂
崎
斌
事
件
　
O
大
庭
成
章
事
件
　
　
以
上
第
四
四
巻
七

　
　
号

○
下
山
田
正
道
事
件
　
○
横
田
永
次
事
件
　
O
前
島
専
平
事
件
　
　
以
上
第
四
四
巻

　
　
八
号

○
後
藤
秀
一
事
件
　
○
河
上
伯
義
事
件
　
O
伊
藤
金
次
郎
事
件
　
○
大
槻
貞
二
事
件

　
　
　
…
以
上
第
四
四
巻
九
号

○
門
田
平
三
事
件
：
以
上
第
四
四
巻
一
〇
号

O
山
田
島
吉
事
件
－
　
以
上
第
四
四
巻
二
号

O
田
中
才
次
郎
事
件
　
○
門
野
又
蔵
事
件
　
　
以
上
第
四
四
巻
一
二
号

○
鶴
見
由
次
郎
、
後
藤
勉
事
件
　
○
稲
倉
儀
三
郎
事
件
　
・
以
上
第
四
五
巻
一
号

O
有
田
真
平
、
志
賀
広
吉
、
寺
田
俊
吾
事
件
　
O
小
松
渉
事
件
…
以
上
第
四
五
巻

　
　
四
号

○
門
野
知
荘
事
件
　
O
熊
谷
成
三
事
件
　
O
古
林
繁
越
事
件
－
　
以
上
第
四
五
巻
五

　
　
号

○
八
木
原
繁
祉
事
件
　
　
以
上
前
々
号

　
　
○
荒
川
高
俊
事
件
　
　
以
上
前
号

　
三
　
不
起
訴
、
予
審
免
訴
、
無
罪
そ
の
他
の
事
件

　
　
○
安
原
栄
事
件
　
O
鈴
木
喜
一
事
件
　
O
清
水
梁
山
事
件
　
O
志
賀
泰
吉
事
件

　
　
O
渡
辺
良
綱
事
件

　
四
　
あ
と
が
ぎ
　
　
以
上
本
号

　
　
　
三
　
不
起
訴
、
予
審
免
訴
、
無
罪
そ
の
他
の
事
件

　
O
　
安
原
栄
事
件
（
不
起
訴
）

　
明
治
十
五
年
六
月
十
五
日
、
高
知
県
高
岡
村
に
お
け
る
演
説
会
で
、
安
原
栄

が
「
夢
中
の
夢
は
醒
る
と
錐
も
醒
中
の
夢
は
醒
る
能
は
ず
」
と
題
す
る
演
説
中

「
上
は
天
皇
陛
下
よ
り
下
平
民
乞
食
に
至
る
ま
で
云
々
」
と
述
べ
た
た
め
、
不

敬
罪
容
疑
で
監
臨
警
察
官
に
逮
捕
さ
れ
た
が
、
結
局
、
検
事
が
不
起
訴
に
し
た

事
件
で
あ
る
。

　
同
年
六
月
二
十
三
日
・
目
本
立
憲
政
党
新
聞
は
、
こ
の
事
件
を
次
の
ご
と
く

報
道
し
て
い
る
．



　
　
去
る
十
五
日
、
高
知
県
下
高
岡
郡
高
岡
村
に
て
聞
き
し
政
談
演
説
会
に

　
て
、
安
原
栄
と
い
ふ
が
「
夢
中
の
夢
は
醒
る
と
難
も
、
醒
中
の
夢
は
醒
る
能

　
は
ず
」
と
の
論
題
に
て
溜
々
弁
ぜ
ら
れ
、
五
ケ
条
の
御
誓
文
中
「
上
下
心
を

　
一
に
し
」
云
々
と
あ
る
其
上
下
と
は
、
即
ち
上
は
天
皇
陛
下
よ
り
下
平
民
乞

食
に
至
る
ま
で
を
指
せ
し
者
な
ら
ん
と
演
べ
し
時
、
臨
監
の
警
部
沢
田
美
稲

氏
は
ツ
と
立
ち
起
り
、
只
今
其
方
の
演
説
中
、
上
天
皇
陛
下
よ
り
下
平
民
乞

食
ま
で
と
の
言
は
、
陛
下
に
対
し
奉
つ
り
て
不
敬
な
り
、
イ
ザ
此
老
を
捕
縛

　
せ
よ
と
大
喝
一
声
す
る
や
否
や
、
後
に
拍
え
し
巡
査
数
名
が
寄
り
た
か
つ
て

安
原
氏
を
縛
し
、
同
地
の
警
察
署
へ
拘
引
な
し
た
る
に
ぞ
、
側
に
在
り
し
弁

　
士
の
面
々
も
余
り
の
こ
と
に
偲
れ
果
て
、
殊
に
数
多
の
聴
衆
は
、
此
有
様
を

観
て
大
に
激
動
し
て
、
瓦
石
を
飛
ば
し
な
ど
す
る
も
の
あ
り
し
が
、
諸
氏
の

尽
力
に
て
漸
く
其
場
の
雑
沓
を
取
鎮
め
、
且
警
察
署
へ
至
り
て
食
物
な
ど
の

差
入
を
請
ふ
た
れ
ど
も
許
さ
ず
、
安
原
氏
は
直
に
伊
野
警
察
署
へ
護
送
せ
ら

　
れ
た
り
と
。

　
つ
づ
い
て
翌
二
十
四
目
・
同
新
聞
は

　
　
高
知
県
下
の
弁
士
安
原
栄
氏
が
、
去
十
五
日
同
地
高
岡
村
に
開
ぎ
し
政
談

演
説
会
に
於
て
為
し
た
る
演
説
に
付
き
、
臨
監
警
部
の
為
に
捕
縛
せ
ら
れ
、

伊
野
警
察
署
へ
護
送
せ
ら
れ
し
由
は
、
前
号
の
紙
上
に
も
記
載
せ
し
が
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

後
、
高
知
裁
判
所
へ
差
廻
さ
れ
検
事
補
村
田
稔
氏
の
掛
り
に
て
段
々
取
調
あ

　
り
し
末
、
全
く
罰
す
べ
き
箇
条
な
き
も
の
な
り
と
て
、
去
十
九
日
、
無
罪
放

　
免
の
申
渡
を
受
け
ら
れ
し
と
い
ふ

　
と
、
そ
の
結
末
を
述
べ
て
い
る
。
検
事
に
よ
る
「
無
罪
放
免
」
と
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
不
起
訴
の
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
検
事
補
村
田
穂
は
す
で
に
紹
介
し
た

　
　
　
明
治
†
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

森
田
馬
太
郎
事
件
の
担
当
検
察
官
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ま
ま
）

　
伊
藤
痴
遊
氏
は
「
静
岡
の
前
川
豊
太
郎
は
『
上
は
天
皇
陛
下
の
尊
き
よ
り
、

下
は
橋
の
下
の
乞
食
の
卑
き
に
到
る
迄
』
と
い
ふ
て
不
敬
罪
に
問
は
れ
、
禁
獄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

三
年
罰
金
二
百
円
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
．
東
海
暁
鐘
新

報
の
社
長
前
島
豊
太
郎
の
識
諺
律
違
反
（
乗
輿
諌
鍛
す
な
わ
ち
不
敬
罪
）
事
件
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
て
は
、
私
は
す
で
に
別
の
機
会
に
詳
し
く
考
証
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
彼
は

そ
の
演
説
で
神
武
天
皇
を
誹
穀
し
た
と
し
て
、
明
治
十
四
年
十
二
月
二
十
三
目
、

静
岡
裁
判
所
に
お
い
て
禁
獄
三
年
罰
金
九
百
円
を
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
伊

藤
氏
の
説
明
は
、
演
説
の
内
容
並
に
量
刑
が
事
実
に
反
し
て
い
る
．
そ
れ
は
と

も
か
く
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
伊
藤
氏
が
安
原
事
件
と
前
島
事
件
を
混
同

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
前
島
事
件
は
、
当
時
著
名
の
事
件
で
あ
っ
た
か
ら
、

伊
藤
氏
が
知
つ
て
お
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
同
氏
は
な
ん
ら
か
の
機
会

に
、
安
原
事
件
も
聞
知
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
と
す
る
と
、
安
原
事

件
は
、
不
起
訴
に
な
つ
た
事
件
と
は
い
え
、
当
時
の
識
者
の
間
に
は
相
当
知
ら

れ
て
い
た
も
の
と
み
て
い
い
．
な
お
、
安
原
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
私
は
残
念

な
が
ら
全
く
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

　
（
1
）
警
察
官
は
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
、
告
発
し
た
が
、
検
事
は
次
の
規
定
に
よ
り

　
　
い
わ
ゆ
る
不
起
訴
処
分
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
治
罪
法
第
一
〇
七
条
二
項
　
被
告
事
件
罪
ト
為
ラ
ス
又
ハ
公
訴
受
理
ス
可
カ
ラ
サ

　
　
ル
老
ト
思
料
シ
タ
ル
時
ハ
起
訴
ノ
手
続
ヲ
為
ス
可
カ
ラ
ス

　
（
2
）
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
・
本
誌
第
四
四
巻
七
号
・
七
五
頁
．
因
み
に
、
当
時

　
　
の
高
知
始
審
裁
判
所
に
は
、
検
事
補
と
し
て
村
田
姓
の
人
は
村
田
穂
一
人
で
あ
る
か

　
　
ら
（
明
治
十
五
年
六
月
「
官
員
録
」
・
一
九
五
枚
表
）
．
本
文
に
引
用
し
た
十
五
年
六

　
　
月
二
十
四
日
・
目
本
立
憲
政
党
新
聞
に
み
え
て
い
る
「
検
事
補
村
田
稔
」
は
、
村
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
　
　
（
一
五
二
九
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

穂
の
誤
り
で
あ
る
。

（
3
）
伊
藤
痴
迦
「
坂
崎
斌
」
・
前
掲
痴
遊
全
集
第
一
五
巻
・
四
四
〇
項
．
同
氏
は
別

　
の
機
会
に
も
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
「
赤
井
景
紹
の
破
獄
」
・
前
掲
続
痴

遊
全
集
第
こ
巻
・
三
三
三
頁
）
．

（
4
）
拙
稿
・
前
掲
議
諺
律
を
巡
ぐ
る
二
つ
の
大
審
院
判
例
・
本
誌
第
四
二
巻
一
一
号

　
．
七
四
頁
以
下
参
照
．

　
○
　
鈴
木
喜
一
事
件
（
予
審
免
訴
）

　
明
治
十
四
年
六
月
二
十
一
日
、
秋
田
県
寺
町
に
お
い
て
、
明
治
天
皇
東
北
御

巡
幸
の
接
待
方
法
を
協
議
す
る
た
め
の
有
志
の
集
会
の
席
上
、
鈴
木
喜
一
が
不

敬
の
言
を
述
べ
た
と
し
て
、
約
一
年
ニ
ヵ
月
を
経
た
翌
十
五
年
八
月
十
六
目
・

秋
田
日
日
新
聞
の
社
説
「
秋
田
県
会
議
員
諸
子
に
問
ふ
」
が
そ
の
こ
と
を
摘
発

し
た
た
め
、
鈴
木
は
告
発
さ
れ
、
秋
田
軽
罪
裁
判
所
の
予
審
に
附
さ
れ
た
が
、

結
局
、
予
審
免
訴
に
な
つ
た
事
件
で
あ
る
。

　
こ
の
明
治
天
皇
の
御
巡
幸
に
際
し
、
秋
田
で
は
そ
の
行
在
所
を
ど
こ
に
お
く

か
で
有
志
の
間
で
意
見
が
対
立
、
紛
糾
し
た
。
大
久
保
鉄
作
ら
改
進
党
系
の
人

々
は
、
権
令
石
田
英
吉
の
推
す
大
町
二
丁
目
の
豪
商
瀬
川
徳
助
邸
を
支
持
、
こ

れ
に
芯
し
て
俣
守
派
の
白
土
清
忠
ら
は
保
戸
野
愛
宕
町
の
富
豪
佐
伯
貞
治
邸
を

主
張
し
た
。
瀬
川
は
岩
手
県
人
で
あ
つ
た
か
ら
、
保
守
派
の
反
感
を
買
つ
た
と

い
わ
れ
る
。
こ
の
対
立
は
、
佐
伯
邸
を
休
憩
所
、
瀬
川
邸
を
行
在
所
と
定
め
て

　
　
　
　
（
1
）

一
応
解
決
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
十
五
年
一
月
、
大
久
保
が
秋
田
選
遡
新

間
ウ
買
収
L
て
秋
田
日
報
と
改
名
し
イ
、
発
行
、
他
方
、
白
土
ら
が
同
年
七
月
、

秋
田
日
日
新
聞
を
発
行
す
る
に
及
び
、
両
派
は
事
毎
に
相
対
抗
し
て
争
い
が
つ

　
（
2
）

づ
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
（
一
五
三
〇
）

　
十
五
年
の
夏
、
県
庁
の
仲
介
で
、
両
新
聞
の
合
併
話
が
も
ち
あ
が
つ
た
が
、

そ
の
協
議
が
不
調
に
終
る
や
、
両
新
聞
の
対
立
は
ま
す
ま
す
は
げ
し
さ
を
増

し
、
遂
に
前
述
の
八
月
十
六
日
・
秋
田
日
日
新
聞
の
社
説
が
、
一
年
前
の
鈴
木

喜
一
（
秋
田
日
報
社
員
）
の
発
言
を
採
り
あ
げ
、
不
敬
の
言
と
し
て
攻
撃
し
た
の

で
、
警
察
は
鈴
木
を
検
挙
．
検
事
は
秋
田
軽
罪
裁
判
所
の
予
審
を
請
求
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
、
十
五
年
九
月
十
六
日
・
陸
羽
日
目
新
聞
（
仙
台
）
の

次
の
記
事
に
詳
し
い
。

　
　
秋
田
に
二
新
聞
あ
り
。
一
を
秋
田
日
報
と
云
ひ
（
民
権
を
主
張
す
）
、
一
を

　
秋
田
日
目
新
聞
と
云
（
官
権
新
聞
な
り
と
の
評
あ
り
）
。
此
二
新
聞
社
の
間
に
、

　
此
頃
入
組
た
る
紛
紙
の
生
じ
た
り
と
て
、
同
地
よ
り
報
知
あ
り
し
ま
ま
を
掲

　
ぐ
れ
ば
、
過
般
同
県
々
官
よ
り
二
社
を
合
併
す
べ
し
と
の
説
諭
あ
り
し
由
に

　
て
、
則
ち
両
社
の
社
員
が
某
楼
に
会
し
、
秋
田
目
報
よ
り
は
畠
山
雄
三
、
佐

　
藤
順
信
、
鈴
木
喜
一
、
大
久
保
鉄
作
、
黒
木
誼
助
、
上
遠
野
富
之
助
の
諸

　
氏
、
ま
た
秋
田
日
目
新
聞
よ
り
は
小
野
崎
堅
治
、
松
園
忠
実
、
滑
川
友
蔵
の

　
諸
氏
出
席
し
、
合
併
の
協
議
に
及
び
し
に
、
鈴
木
喜
一
氏
が
我
社
は
国
約
憲

　
法
を
主
義
と
し
、
秋
田
日
日
新
聞
は
欽
定
憲
法
を
主
義
と
す
る
を
以
て
、
二

　
社
合
併
の
議
は
到
底
纏
ま
り
難
L
と
述
し
か
ぽ
、
遂
に
破
談
と
な
り
し
後
は
、

　
二
社
の
軋
礫
旧
に
倍
し
、
迭
に
筆
戦
に
目
日
の
紙
上
を
埋
め
し
が
、
先
の
相

　
談
会
に
、
大
久
保
鉄
作
氏
が
秋
田
県
会
議
員
一
同
改
良
主
義
に
決
し
た
り
と

　
云
ひ
、
佐
藤
順
信
氏
が
我
社
は
改
進
主
義
を
拡
張
す
る
が
為
め
に
立
て
た
る

　
も
の
な
り
と
主
張
せ
し
を
以
て
、
秋
田
日
日
新
聞
に
て
は
県
会
議
員
一
同
改

進
主
義
な
り
と
の
事
は
心
得
難
し
、
昨
年
十
月
の
聖
詔
に
て
憲
法
は
親
裁
し

　
玉
ふ
と
あ
る
に
拠
れ
ば
、
欽
定
な
る
こ
と
既
に
明
瞭
な
る
に
、
国
約
な
ら
で
は



　
と
主
張
す
る
は
、
之
を
賊
子
と
見
倣
し
て
可
な
り
と
て
、
去
年
十
六
日
の
同

　
新
聞
社
説
に
秋
田
県
会
議
員
諸
子
に
問
ふ
と
の
一
篇
を
掲
げ
、
昨
年
御
巡
幸

　
の
節
、
秋
田
士
民
が
乗
輿
に
対
し
、
大
不
敬
の
語
を
吐
き
し
者
あ
る
趣
き
を

　
記
し
、
其
不
敬
者
の
姓
名
は
圏
点
も
て
埋
置
し
に
、
秋
田
警
察
署
に
於
て
は

　
不
容
易
の
事
な
り
、
其
不
敬
者
は
誰
な
る
や
と
、
同
新
聞
社
へ
尋
問
さ
れ
た

　
り
．
又
、
秋
田
日
報
の
鈴
木
喜
一
氏
は
、
是
れ
我
に
関
係
す
る
事
な
り
、
我

　
を
諌
諺
し
、
我
名
誉
を
傷
け
ん
と
す
る
も
の
な
り
と
の
弁
明
書
を
寄
せ
、
之

　
れ
が
登
記
を
求
め
し
に
、
右
社
説
は
已
に
警
察
署
よ
り
尋
問
中
且
弁
明
書
の

　
意
義
不
明
瞭
な
り
と
て
其
掲
載
を
許
さ
父
り
し
に
ぞ
、
鈴
木
氏
は
遂
に
秋
田

　
日
日
新
聞
社
を
相
手
取
り
．
同
地
裁
判
所
へ
告
訴
し
受
理
せ
ら
れ
た
り
．
然

　
る
に
秋
田
目
日
新
聞
社
よ
り
は
、
彼
の
圏
点
は
正
に
鈴
木
喜
一
氏
を
指
た
る

　
（
ま
ま
）

　
る
な
り
と
届
出
し
か
ば
、
警
察
署
よ
り
は
、
鈴
木
氏
を
大
不
敬
者
な
り
と
告

　
訴
し
、
昨
今
大
紛
絋
最
中
な
り
と
ぞ
。

　
予
審
が
い
つ
か
ら
開
か
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
多
分
八
月
末
か
九
月

始
め
の
頃
で
あ
ろ
う
。
秋
田
目
日
新
聞
の
編
集
長
畑
隆
太
郎
は
、
こ
の
予
審
取

調
の
状
況
を
そ
の
紙
上
に
掲
載
し
た
こ
と
と
（
正
確
な
日
付
は
不
明
）
、
鈴
木
の
弁

明
書
を
紙
上
に
掲
載
し
な
か
つ
た
こ
と
（
前
掲
陸
羽
日
日
の
記
事
に
い
う
鈴
木
の
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
（
4
）

訴
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
）
の
二
件
で
、
新
聞
紙
条
例
第
一
五
条
第
二
条
違
反
と
し

て
告
発
さ
れ
、
九
月
二
十
九
日
、
秋
田
軽
罪
裁
判
所
で
二
件
の
罰
金
合
せ
て
七

十
円
を
宣
告
さ
れ
た
。
十
月
三
十
目
・
郵
便
報
知
新
聞
は
、
こ
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
秋
田
日
目
新
聞
の
編
輯
長
畑
隆
太
郎
氏
は
、
同
新
聞
の
社
説
へ
県
会
議
員

　
諸
君
に
質
す
と
云
ふ
問
題
を
掲
げ
て
其
文
中
に
「
鈴
木
喜
一
な
る
も
の
が
、

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
天
子
は
法
の
為
め
に
設
け
、
法
な
け
れ
ば
斌
す
る
も
可
な
り
と
の
言
論
を
発

　
せ
し
こ
と
あ
り
」
と
記
載
せ
し
に
付
、
鈴
木
氏
よ
り
》
、
の
誤
聞
の
旨
を
掲

　
げ
、
弁
明
書
を
寄
せ
た
る
も
之
を
斥
け
て
其
掲
載
を
断
り
、
又
た
右
の
社
説

　
に
依
り
検
察
官
が
鈴
木
氏
の
言
論
を
以
て
天
子
に
対
し
不
敬
の
言
な
り
と
て

　
告
訴
せ
ら
れ
、
秋
田
軽
罪
裁
判
所
予
審
掛
に
て
鈴
木
氏
の
証
人
を
呼
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
し
事
を
、
同
新
聞
の
雑
報
欄
内
に
記
載
し
た
り
し
か
ば
、
一
は
新
聞
条
例
第

　
十
一
条
、
一
は
同
第
十
五
条
に
抵
触
す
る
に
付
、
去
月
二
十
九
目
、
秋
田
軽

　
罪
裁
判
所
に
於
て
遂
に
十
円
と
六
十
円
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
た
り
と
い
ふ
。

　
右
の
記
事
に
よ
る
と
、
不
敬
の
言
辞
と
さ
れ
た
鈴
木
の
発
言
は
「
天
子
は
法

の
為
め
に
設
け
、
法
な
け
れ
ば
斌
す
る
も
可
な
り
」
で
あ
つ
た
と
し
て
い
る

が
、
後
掲
予
審
免
訴
言
渡
書
に
よ
る
と
、
　
「
単
二
自
由
ト
云
フ
ト
キ
ハ
君
若
ク

ハ
父
ヲ
斌
ス
ル
モ
天
与
ノ
自
由
ナ
リ
云
々
」
と
し
て
い
る
。
前
者
の
ご
と
き
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

葉
も
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
告
発
の
主
た
る
対
象
と
な
つ
た
発
言
は
後
者

で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
予
審
に
は
数
人
の
証
人
が
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
前
に
述
べ

た
十
四
年
六
月
二
十
一
日
の
会
議
の
出
席
者
が
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
．
そ

し
て
十
五
年
九
月
二
十
六
目
、
予
審
免
訴
が
言
渡
さ
れ
た
。
鈴
木
の
発
言
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

「
犯
罪
ノ
意
響
ヲ
具
備
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
（
後
掲
免
訴
言
渡
書
参
照
）
す
な
わ
ち

犯
意
な
し
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
予
審
判
事
は
、
判
事
補
萩
野
錬

二
郎
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
鈴
木
関
係
の
二
件
で
、
前
に
述
べ
た
ご
と
く
秋
田

目
日
の
畑
編
集
長
が
有
罪
の
宣
告
を
う
け
た
二
日
前
の
こ
と
で
あ
る
。
十
月
十

四
目
・
郵
便
報
知
新
聞
は
、
こ
の
結
末
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
去
月
末
．
秋
田
日
報
と
秋
田
目
日
新
聞
と
の
間
に
於
て
一
大
葛
藤
を
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
（
｝
五
三
一
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
た
る
彼
の
鈴
木
喜
一
氏
が
、
昨
年
聖
駕
奉
迎
の
折
、
吐
露
し
た
る
自
由
云
々

　
の
語
は
、
乗
輿
を
犯
し
た
り
否
犯
さ
ぬ
と
の
議
論
も
、
近
頃
、
公
平
無
私
な

　
る
我
裁
判
官
の
判
決
に
依
り
て
、
鈴
木
氏
は
無
罪
放
免
と
な
り
た
れ
は
、
秋

　
田
日
日
新
聞
は
少
し
く
諌
誕
が
ま
し
き
次
第
と
は
な
り
ぬ
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
秋
田
日
日
が
秋
田
目
報
に
挑
戦
し
た
と
み
ら
れ
る
紛
糾
は
、

一
応
秋
田
日
日
側
の
敗
北
に
終
つ
た
と
い
え
よ
う
．

　
鈴
木
喜
一
は
、
秋
田
県
仙
北
郡
出
身
の
代
言
人
で
、
秋
田
日
報
に
関
係
す
る

と
共
に
、
秋
田
改
進
党
（
＋
五
年
四
月
創
立
）
の
役
員
、
秋
田
政
談
会
々
員
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
活
躍
し
た
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
私
は
全
く
知
る

と
こ
ろ
が
な
い
。

（
1
）
　
（
2
）
　
鎌
田
喜
市
郎
「
秋
田
県
新
聞
史
」
・
前
掲
日
本
新
聞
史
・
四
二
頁
。

（
3
）
　
予
審
中
の
事
件
の
報
道
は
、
明
治
八
年
新
聞
紙
条
例
第
一
五
条
に
よ
つ
て
禁
止

　さ

れ
て
い
る
。
本
稿
・
門
田
平
三
事
件
の
註
3
6
・
本
誌
第
四
四
巻
一
〇
号
・
七
六
頁

参
照
．

（
4
）
　
新
聞
紙
条
例
第
一
一
条
　
新
聞
紙
若
ク
ハ
雑
誌
雑
報
二
指
名
サ
レ
タ
ル
官
署
会

社
若
ク
ハ
人
民
ヨ
リ
弁
白
書
若
ク
ハ
改
正
ヲ
求
ム
ル
ノ
書
ヲ
寄
ス
ル
ト
キ
ハ
其
書
ヲ

受
取
リ
シ
ヨ
リ
直
チ
ニ
次
号
二
刷
出
ス
ヘ
シ
違
フ
者
ハ
編
輯
人
罰
金
十
円
以
上
百
円

以
下
ヲ
科
ス

（
5
）
　
警
察
の
告
訴
状
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
告
訴
の
内
容
は
正
確
に
は
わ

　から

な
い
。

（
6
）
後
年
、
冨
城
浩
藏
博
士
が
、
不
敬
罪
㊥
場
合
も
、
亜
害
み
な
い
行
為
を
所
罰
す

れ
ば
、
明
治
＋
五
年
刑
法
は
「
野
蛮
刑
法
」
と
た
る
と
説
か
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に

述
べ
た
（
本
稿
・
河
上
伯
義
事
件
の
註
2
6
・
本
誌
第
四
四
巻
九
号
・
六
九
頁
参
照
）
．

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
鈴
木
事
件
の
予
審
免
訴
は
、
刑
法
が
「
野
蛮
刑
法
」
の
汚
名

六
六
　
　
（
一
五
三
二
）

　
を
着
る
こ
と
を
防
い
だ
こ
と
に
な
る
。

（
7
）
　
「
秋
田
県
政
史
」
上
巻
・
昭
和
三
十
年
・
二
九
一
頁
、

二
九
二
頁
、
三
〇
六
頁
。

前
註
　
こ
の
予
審
免
訴
言
渡
書
は
、
秋
田
地
方
検
察
庁
保
管
の
正
本
に
よ
る
。

免
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
喜

右
二
対
シ
検
事
ヨ
リ
請
求
ア
ル
被
告
事
件
予
審
ヲ
遂
ル
処

被
告
ノ
所
為
ハ
明
治
十
四
年
六
月
廿
一
日
秋
田
県
羽
後
国
南
秋
田
郡
寺
町
浄

願
寺
於
テ
有
志
協
同
天
皇
陛
下
御
巡
幸
二
付
御
待
遇
ノ
事
ヲ
議
セ
ン
ト
ス
ル

ノ
会
場
於
テ
会
員
川
尻
信
ナ
ル
者
本
会
ノ
議
事
タ
ル
其
筋
ノ
允
許
ヲ
得
ル
ニ

非
レ
ハ
開
会
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
依
リ
一
先
散
会
ス
可
キ
旨
ヲ
発
言
シ
他
会
員

於
テ
ハ
否
ラ
サ
ル
旨
ヲ
弁
論
ス
ル
場
合
被
告
モ
亦
是
等
集
会
ハ
官
ノ
准
許
ヲ

（
ま
ま
）

受
ル
要
セ
サ
ル
趣
旨
ヲ
説
明
セ
ン
カ
為
メ
自
由
ノ
範
囲
ヲ
解
説
シ
其
広
大
ナ

ル
ヲ
弁
明
ス
ル
ニ
方
リ
天
皇
或
ハ
天
子
ト
明
言
セ
シ
ヤ
又
ハ
単
二
君
ト
ノ
ミ

言
ヒ
シ
ヤ
ハ
各
証
人
ノ
陳
述
区
々
ニ
シ
テ
之
ヲ
認
ム
ル
ニ
由
ナ
ケ
レ
ト
モ
其

単
二
自
由
ト
云
フ
ト
キ
ハ
君
若
ク
ハ
父
ヲ
獄
ス
ル
モ
天
与
ノ
自
由
ナ
リ
云
々

ト
ノ
語
気
ア
ル
言
論
ヲ
為
シ
タ
ル
ニ
ハ
相
違
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ス
然
レ
ト
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

被
告
力
此
言
論
ヲ
発
ス
ル
ヤ
登
時
会
員
川
尻
信
ノ
発
議
ノ
為
メ
折
角
参
聚
シ

タ
ル
会
員
ノ
解
散
二
至
リ
汲
々
組
織
シ
タ
ル
該
会
ノ
水
泡
二
属
ス
ル
ヲ
患
・
一

偏
二
本
会
ヲ
達
成
セ
ソ
ト
ス
ル
ノ
精
神
二
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
右
言
論
ハ

犯
罪
ノ
意
響
ヲ
具
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
ス

ノ
言
渡

秋
田
県
羽
後
国
南
秋
田
郡
西
根
小
屋
町

三
番
地
平
民
代
言
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
註
）

右
ノ
理
由
ナ
ル
ニ
依
リ
治
罪
法
第
二
百
廿
四
条
二
従
ヒ
被
告
鈴
木
喜
一
ヲ
絃

二
免
訴
ス
ル
者
也

　
　
　
　
　
　
　
於
秋
田
軽
罪
裁
判
所

　
　
明
治
十
五
年
九
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
審
係
判
事
補
　
荻
野
　
錬
二
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
　
倉
賀
野
長
治
郎

後
註
　
治
罪
法
第
二
二
四
条
二
号
　
予
審
判
事
ハ
左
ノ
場
合
二
於
テ
免
訴
ノ
言
渡
ヲ
為

　
シ
且
被
告
人
勾
留
ヲ
受
ケ
タ
ル
時
ハ
放
免
ノ
言
渡
ヲ
為
ス
可
シ

　
　
ニ
　
被
告
事
件
罪
ト
為
ラ
サ
ル
時

　
○
　
清
水
梁
山
事
件
（
無
罪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ゲ
マ
ル

　
明
治
十
五
年
一
月
七
目
・
團
々
珍
聞
所
載
の
四
方
拝
に
関
す
る
記
事
で
．
編

集
人
の
清
水
梁
山
が
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
が
、
裁
判
の
結
果
、
無
罪
を
宣
告
さ

れ
た
事
件
で
あ
る
。
團
々
珍
聞
は
、
明
治
十
年
三
月
、
野
村
文
夫
に
よ
つ
て
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

刊
さ
れ
た
滑
稽
雑
誌
で
あ
る
．
問
題
に
な
つ
た
の
は
、
標
題
も
な
い
雑
文
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
が
、
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
ウ

　
　
ヘ
イ
先
生
、
ア
ノ
暦
三
兀
始
祭
と
書
て
あ
り
升
が
、
ア
レ
ハ
如
何
し
た
事

　
で
こ
さ
い
升
へ
．
「
ム
・
ア
レ
ハ
お
祭
り
始
と
い
ふ
事
で
、
旧
暦
で
い
へ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ヘ

　
姫
始
よ
し
と
い
ふ
処
ダ
。
「
シ
テ
又
、
四
方
拝
は
へ
。
「
ア
レ
ハ
上
ツ
方
の
御

　
式
で
、
先
ツ
四
人
の
女
を
四
方
へ
寝
さ
せ
て
、
そ
れ
へ
お
這
ひ
遊
す
の
ダ
。

　
「
コ
レ
ハ
大
き
に
難
有
ご
ざ
い
升
、
と
早
々
に
し
て
内
へ
帰
り
、
な
ん
で
も

　
四
方
這
を
し
て
見
ん
と
工
夫
を
廻
ら
し
て
、
先
ツ
北
の
方
は
女
房
が
お
定
り
、

　
南
の
方
の
部
屋
に
は
乳
母
が
寝
る
か
ら
コ
レ
に
す
べ
し
．
西
の
方
は
台
所
ダ

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
か
ら
お
三
が
き
ま
り
、
只
東
の
方
に
女
が
無
へ
が
、
ど
う
し
や
う
と
腕
を
組

　
ん
で
考
へ
居
た
り
し
が
、
長
吉
の
お
竈
で
も
仕
や
う
と
、
漸
く
案
し
付
け
、

　
待
ば
程
な
く
一
月
一
日
午
前
一
時
と
な
り
け
れ
は
、
さ
ら
は
と
徐
々
這
出

　
し
、
方
角
は
東
か
ら
取
る
と
い
ふ
か
ら
、
長
吉
の
寝
間
へ
と
志
し
、
ソ
ツ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
　
ノ
　
チ

　
襖
を
開
け
は
、
コ
ハ
い
か
に
、
長
吉
は
浅
緑
の
脚
袋
を
着
て
四
ツ
這
に
尻
を

　
　
　
（
ま
ま
）

　
持
ち
上
け
で
居
た
り
け
れ
ば
、
余
の
事
に
愕
り
せ
し
が
、
ぬ
か
ら
ぬ
顔
に
て

　
「
コ
レ
ハ
く
裏
門
の
飾
り
付
ま
で
立
派
に
出
来
ま
し
た
。
長
吉
「
ハ
イ
、

ま
た
あ
け
ま
し
て
お
め
で
た
う
・
．
土
筆
の
屋
主
人
（
絢
騰
願
獲
ポ
尋

　
そ
れ
に
挿
絵
が
一
枚
入
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
四
2
道
の
姿
を
う
し
ろ
か
ら

画
い
た
漫
画
で
、
股
間
に
は
ダ
イ
ダ
イ
の
飾
り
つ
け
が
ぶ
ら
さ
が
つ
て
い
る
。

　
検
察
官
の
公
訴
は
、
宮
中
の
儀
式
で
あ
る
四
方
拝
を
「
四
方
這
」
と
も
じ
つ

て
書
い
た
点
が
、
天
皇
に
対
す
る
「
不
敬
ノ
所
為
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
．

　
し
か
し
、
同
年
二
月
十
七
日
、
東
京
軽
罪
裁
判
所
は
、
無
罪
を
宣
告
し
た
。

同
月
十
八
日
・
郵
便
報
知
新
聞
は
、
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
円
々
社
の
編
輯
長
清
水
梁
山
氏
は
、
珍
聞
第
二
百
四
十
五
号
に
、
四
方
拝

　
の
事
を
記
し
お
ど
け
た
る
画
を
加
へ
た
る
廉
は
、
聖
上
に
対
し
不
敬
の
所
為

　
と
認
め
ら
る
N
趣
を
以
て
、
東
京
軽
罪
裁
判
所
の
吟
味
を
受
け
し
が
、
罪
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
犯
す
意
な
き
に
依
り
、
刑
法
第
七
十
七
条
に
照
し
無
罪
の
旨
を
．
昨
目
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
裁
判
所
に
て
申
渡
さ
る
。

　
ま
た
、
同
目
・
東
京
日
日
新
聞
は
、
無
罪
に
な
つ
た
理
由
の
一
端
を
、
次
の

よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
團
々
珍
聞
の
清
水
梁
山
氏
は
、
四
方
拝
を
四
方
這
と
解
し
た
る
は
、
刑
法

　
第
百
十
七
条
に
触
る
玉
と
の
告
訴
を
請
け
た
れ
ど
、
只
和
訓
の
同
じ
き
に
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
　
　
（
一
五
三
三
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
て
譜
諺
を
な
す
の
意
に
外
な
ら
ず
し
て
、
罪
を
犯
す
の
意
な
ぎ
者
と
し
て
無

　
罪
を
申
渡
さ
れ
た
り
。

　
し
か
し
、
判
決
文
を
掲
載
し
て
報
道
し
た
新
聞
は
、
私
の
知
る
限
り
見
あ
た

ら
な
い
。
ま
た
、
現
在
の
東
京
地
方
検
察
庁
に
は
、
戦
災
の
た
め
戦
前
の
判
決

正
本
は
全
く
保
管
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
担
当
判
検
事
の
氏
名
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
無
罪
と
し
た
理
由
も
、
正
確
且
つ
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
は
、
皇
に
残
念
で
あ
る
。
清
水
梁
山
の
経
歴
に
つ
い
て
も
、
私
は
全
く

知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
1
）
團
々
珍
聞
お
よ
び
野
村
文
夫
に
つ
い
て
は
、
宮
武
外
骨
「
文
明
開
化
・
雑
誌
編
」

　
・
大
正
十
四
年
．
五
頁
、
同
「
す
き
な
み
ち
」
・
昭
和
二
年
・
九
七
頁
以
下
、
内
山

惣
十
郎
「
明
治
は
い
か
ら
物
語
」
・
昭
和
四
十
三
年
・
二
九
二
頁
以
下
等
参
照
。

（
2
）
團
々
珍
聞
第
二
四
五
号
（
明
治
十
五
年
一
月
七
目
）
・
三
六
二
八
頁
．

（
3
）
明
治
十
五
年
刑
法
第
七
十
七
条
第
一
項
　
罪
ヲ
犯
ス
意
ナ
キ
ノ
所
為
ハ
其
罪
ヲ

論
セ
ス

（
4
）
　
こ
の
「
無
罪
」
の
意
味
は
不
起
訴
あ
る
い
は
予
審
免
訴
か
も
知
れ
な
い
が
、
一

応
無
罪
判
決
が
あ
つ
た
も
の
と
し
て
お
く
．

（
5
）
團
々
珍
聞
第
二
五
二
号
（
明
治
十
五
年
二
月
二
十
五
日
）
・
三
七
四
二
頁
に
も
、

　
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
記
事
が
あ
る
．

　
O
　
志
賀
泰
吉
事
件
（
無
罪
）

　
明
治
十
五
年
十
月
十
三
目
．
秋
田
県
田
中
町
末
広
座
の
演
説
会
に
お
い
て
、

秋
田
日
報
記
者
志
賀
泰
吉
が
、
　
「
往
事
を
回
顧
し
て
将
来
を
計
れ
」
と
題
し
て

行
つ
た
演
説
の
内
容
が
不
敬
罪
に
問
わ
れ
た
が
、
結
局
、
裁
判
に
お
い
て
無
罪

六
八
　
　
（
一
五
三
四
）

の
宣
告
を
う
け
た
事
件
で
あ
る
。

　
同
年
十
月
二
十
八
日
・
陸
羽
目
目
新
聞
（
仙
台
）
は
、
こ
の
演
説
会
の
始
末

を
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
秋
田
日
報
前
編
輯
長
兼
印
刷
長
志
賀
泰
吉
氏
は
、
本
月
十
三
日
同
所
田
中

　
町
末
広
座
に
於
て
政
談
演
説
を
な
し
、
往
事
を
回
顧
し
て
将
来
を
計
れ
と
論

　
じ
、
天
子
は
猶
仏
の
如
し
、
大
臣
参
議
は
和
尚
と
一
般
云
々
と
演
ぜ
し
廉
を

　
以
て
中
止
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
、
直
に
拘
留
と
な
り
、
当
時
、
其
事
柄
を
取
調

　
べ
居
ら
る
』
由
．

　
志
賀
は
、
こ
の
演
説
で
不
敬
罪
と
官
吏
侮
辱
罪
に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
志
賀
は
、
こ
の
事
件
と
相
前
後
し
て
、
秋
田
日
報
所
載
記
事
を
め
ぐ
り

八
件
の
告
訴
を
う
け
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
秋
田
軽
罪
裁
判
所
の

審
理
が
行
わ
れ
た
．
判
決
文
の
中
に
、
予
審
云
々
の
文
言
が
全
く
み
え
て
い
な

　
（
1
）

い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
事
件
は
す
べ
て
現
行
犯
と
し
て
取
扱
わ
れ
、
且
つ
予
審
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

省
略
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
治
罪
法
第
二
〇
九
条
）
．

　
十
一
月
四
目
、
秋
田
軽
罪
裁
判
所
に
お
い
て
、
判
決
言
渡
が
あ
つ
た
．
そ
れ

以
前
に
対
審
公
判
が
開
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
対
審
即
目
判
決
言
渡
を
行
つ

た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。
裁
判
長
は
判
事
芹
沢
政
温
（
秋
田

始
審
裁
判
所
長
）
、
陪
席
判
事
補
長
谷
川
勝
太
郎
、
立
会
検
察
官
は
検
事
補
小
沢

　
　
　
（
3
）

宗
央
で
あ
る
。
そ
し
て
不
敬
罪
の
件
は
、
無
罪
が
宣
告
さ
れ
た
．
こ
の
件
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

訴
は
、
判
決
文
に
よ
る
と
、

　
　
明
治
十
五
年
十
月
十
三
日
夜
被
告
志
賀
泰
吉
力
南
秋
田
郡
田
中
町
芝
居
小

屋
二
於
テ
往
事
ヲ
回
顧
シ
テ
将
来
ヲ
計
レ
ト
ノ
演
題
ニ
テ
往
事
ト
ハ
古
ト
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
ヘ
ハ
中
古
先
ツ
近
来
ナ
リ
嘉
永
年
間
米
国
彼
理
力
浦
賀
二
渡
航
セ
シ
ヨ
リ
説



キ
此
時
二
当
リ
人
民
之
ヲ
目
ス
ル
ニ
夷
独
ヲ
以
テ
シ
鴛
々
撰
夷
論
ナ
ト
ヲ
唱

フ
ル
モ
畢
寛
頑
固
心
ノ
致
ス
所
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
其
非
ハ
民
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
政

府
ニ
ア
リ
尋
テ
十
四
年
十
月
十
二
日
二
十
三
年
ノ
国
会
大
詔
二
説
キ
到
リ
人

民
モ
漸
ク
政
事
上
二
思
慮
ヲ
懐
キ
タ
ル
ヲ
演
へ
讐
ヘ
ハ
政
府
ハ
寺
ナ
リ
天
子

ハ
阿
弥
陀
如
来
ナ
リ
大
臣
参
議
ハ
和
尚
ナ
リ
小
吏
等
力
牒
面
ノ
間
二
頭
ヲ
埋

メ
十
呂
盤
玉
ヲ
カ
チ
々
々
ス
ル
ハ
小
僧
等
力
餐
銭
ヲ
勘
定
ス
ル
ト
同
シ
大
臣

参
議
力
其
職
務
ヲ
行
フ
ハ
丁
度
和
尚
力
如
来
ノ
取
持
ヲ
為
ス
ト
均
シ
ク
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

二
難
有
集
会
条
例
ヤ
新
聞
条
例
ヲ
作
リ
我
々
人
民
ノ
権
利
ヲ
保
護
ス
云
々
と

演
説
シ
タ
ル
コ
ト
ハ
臨
場
ノ
警
部
力
現
場
筆
記
ニ
テ
明
了
ナ
リ
而
シ
テ
其
演

説
タ
ル
ヤ
天
皇
陛
下
ヲ
阿
弥
陀
如
来
ノ
木
偶
ト
一
般
視
シ
タ
ル
ハ
則
チ
天
皇

陛
下
二
対
ス
ル
不
敬
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
又
大
臣
参
議
ヲ
和
尚
二
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

シ
自
由
二
難
有
集
会
条
例
ヤ
新
聞
条
例
ヲ
作
リ
我
々
人
民
ヲ
保
護
ス
云
々
ト

説
キ
シ
ハ
難
有
保
護
ス
杯
ト
ノ
反
語
ヲ
以
テ
其
職
務
二
対
シ
公
然
ノ
演
説
ニ

テ
侮
辱
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
事

と
あ
る
が
、
判
決
は
こ
れ
に
対
し
て
、

　
往
事
ヲ
回
顧
シ
テ
将
来
ヲ
計
レ
ト
ノ
演
題
ニ
テ
演
説
セ
シ
要
領
ハ
臨
場
官

吏
力
現
場
筆
記
ヲ
以
テ
已
業
二
明
白
ナ
リ
然
ル
ニ
被
告
並
弁
護
人
二
於
テ
政

府
ヲ
寺
院
二
響
ヘ
シ
云
々
ハ
其
筆
記
ノ
如
ク
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
弁
護
ス
ト
難
モ

其
陳
述
ス
ル
所
及
往
事
即
チ
前
政
府
ノ
非
ヲ
論
シ
来
レ
ル
趣
旨
二
照
応
セ
ス

故
二
之
ヲ
正
当
ノ
弁
解
ト
認
メ
難
シ
而
シ
テ
語
気
論
勢
二
就
テ
其
主
旨
ノ
在

ル
処
ヲ
案
ス
ル
ニ
大
臣
参
議
ハ
天
皇
陛
下
ヲ
蔑
如
シ
自
由
二
集
会
条
例
新
聞

（
ま
ま
）

条
例
ヲ
作
ル
モ
ノ
ト
シ
之
ヲ
非
ト
ス
ル
ニ
在
リ
然
レ
ハ
天
皇
ヲ
阿
弥
陀
如
来

二
比
ス
ル
モ
ノ
ハ
政
府
ノ
比
喩
ヲ
寺
院
二
取
リ
タ
ル
カ
為
メ
ニ
天
皇
ヲ
寺
院

　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

　
二
於
テ
最
モ
尊
崇
セ
ル
阿
弥
陀
如
来
二
比
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
決
シ
テ
天
皇

　
二
対
シ
不
敬
ヲ
加
フ
ル
ノ
意
旨
ア
ル
モ
ノ
ト
認
メ
難
シ
依
テ
該
演
説
ハ
単
二

　
大
臣
参
議
ノ
職
務
二
対
シ
侮
辱
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
天
皇
二
対
ス
ル
不
敬
ノ

　
罪
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
志
賀
の
演
説
は
、
大
臣
参
議
に
対
す
る
侮
辱

（
官
吏
侮
辱
罪
）
と
は
い
え
る
が
、
天
皇
に
対
し
て
は
不
敬
の
意
思
な
ぎ
も
の
と

み
な
し
た
の
で
あ
る
。

　
志
賀
に
対
す
る
訴
因
十
件
の
内
、
不
敬
罪
の
件
の
み
な
ら
ず
さ
ら
に
三
件
が

無
罪
と
さ
れ
た
が
、
前
述
の
官
吏
侮
辱
罪
と
他
に
名
誉
穀
損
罪
三
件
、
新
聞
紙
条

例
違
反
二
件
が
有
罪
と
な
つ
た
の
で
、
結
局
、
重
禁
鋼
二
月
軽
禁
鋼
一
月
罰
金
合

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

計
四
十
円
が
宣
告
さ
れ
た
．
し
か
し
、
こ
の
種
の
事
件
で
は
、
当
時
、
検
察
官
の

起
訴
が
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
有
罪
の
判
決
が
出
る
の
が
、
通
例
の
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
の
裁
判
で
は
、
不
敬
罪
を
ふ
く
む
数
件
が
無
罪
と
な
つ
て
い

る
点
、
皇
に
異
色
の
判
決
で
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
裁
判
所
長
自
ら
軽
罪

裁
判
の
裁
判
長
と
な
つ
て
い
る
こ
と
も
、
他
に
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

非
常
に
珍
し
い
。
裁
判
官
は
一
人
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
軽
罪
裁
判
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
て
、
陪
席
を
お
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
云
え
る
．

　
要
す
る
に
、
芹
沢
判
事
は
自
か
ら
裁
判
長
を
務
め
、
陪
席
判
事
も
置
い
て
慎

重
な
審
理
を
行
い
、
当
時
の
裁
判
と
し
て
は
か
な
り
思
い
切
つ
た
是
々
非
々
の

判
決
を
言
渡
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．
前
に
述
べ
た
鈴
木
喜
一
事
件
の
予

　
（
7
）

審
免
訴
も
、
同
じ
秋
田
始
審
裁
判
所
の
事
件
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

芹
沢
所
長
の
判
断
と
指
示
と
が
大
き
く
作
用
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
．

　
芹
沢
判
事
は
、
柴
田
浅
五
郎
ら
の
い
わ
ゆ
る
秋
田
事
件
の
裁
判
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
　
　
（
一
五
三
五
）



　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

も
、
司
法
省
の
意
向
に
迎
合
せ
ず
、
独
自
の
判
断
に
も
と
づ
く
裁
判
を
行
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

こ
と
は
．
か
つ
て
私
が
詳
論
し
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
の
裁
判
官
と
し
て
の
剛
直

な
信
念
は
、
こ
の
志
賀
事
件
、
鈴
木
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
ま
た
遺
憾
な

く
発
揮
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
に
お
い
て
も
、
裁
判
官
に

そ
の
人
を
得
れ
ば
、
か
な
ら
ず
し
も
行
政
権
力
に
追
随
し
な
い
裁
判
を
行
う
こ

と
が
可
能
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
秋
田
日
報
の
記
者
志
賀
泰
吉
は
、
秋
田
の
士
族
で
、
国
会
開
設
運
動
の
機
関

と
し
て
明
治
十
三
年
二
月
に
創
立
さ
れ
た
北
羽
聯
合
会
、
あ
る
い
は
秋
田
改
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

党
の
有
力
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
私
は
知
る

と
こ
ろ
が
な
い
。

（
1
）
秋
田
地
方
検
察
庁
保
管
の
判
決
正
本
に
よ
る
。

（
2
）
本
稿
・
森
田
馬
太
郎
事
件
の
註
1
5
・
本
誌
第
四
四
巻
七
号
・
七
七
頁
参
照
。

（
3
）
（
4
）
（
5
）
註
1
に
同
じ
。

（
6
）
治
罪
法
第
五
四
条
に
は
「
始
審
裁
判
所
ハ
軽
罪
裁
判
所
ト
シ
テ
其
管
轄
地
内
二

於
テ
犯
シ
タ
ル
軽
罪
ヲ
裁
判
ス
」
と
あ
り
、
軽
罪
裁
判
所
の
判
事
数
を
明
示
し
て
い

な
い
の
で
、
通
常
は
単
独
裁
判
官
（
判
事
あ
る
い
は
判
事
補
）
で
行
わ
れ
て
い
た
．

（
7
）
本
稿
・
鈴
木
喜
一
事
件
・
本
誌
六
四
頁
以
下
参
照
。

（
8
）
拙
稿
「
秋
田
事
件
裁
判
考
」
・
本
誌
第
三
五
巻
一
号
・
三
四
頁
以
下
参
照
．

（
9
）
前
掲
秋
田
県
政
史
・
二
六
五
頁
、
二
六
九
頁
、
三
〇
三
頁
。

　
O
　
渡
辺
良
綱
事
件
（
存
否
不
明
）

　
明
治
十
五
年
二
月
十
六
目
、
高
知
県
赤
岡
町
に
お
い
て
行
わ
れ
た
演
説
会
で

渡
辺
良
綱
が
「
専
制
政
府
ハ
既
二
亡
滅
セ
ン
ト
ス
」
と
の
演
題
で
行
つ
た
演
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇
　
　
（
一
五
三
六
）

が
罪
に
問
わ
れ
、
同
月
二
十
二
日
、
高
知
軽
罪
裁
判
所
で
重
禁
鋼
四
年
罰
金
七

百
円
監
視
二
年
の
宣
告
を
う
け
た
と
い
わ
れ
る
事
件
で
あ
る
。
舌
禍
事
件
で

「
監
視
」
の
附
加
刑
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
．
刑
法
第
二
七
条
不
敬
罪
以
外
に

　
　
　
　
（
1
）

は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
、
私
の
調
査
し
た
限
り
、
全
く
架
空

の
出
来
事
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
同
年
三
月
四
日
・
土
陽
新
聞
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
去
る
十
六
日
、
高
知
県
香
美
郡
赤
岡
町
に
於
て
、
同
県
士
族
渡
辺
良
綱
氏

　
が
会
主
と
な
り
、
政
談
演
説
会
を
開
き
し
に
、
聴
衆
凡
三
百
七
十
名
に
て
．

　
弁
士
交
る
く
演
説
な
せ
し
に
、
ヒ
ヤ
く
の
声
と
拍
手
の
音
の
絶
間
無
か

　
り
し
が
、
其
第
七
番
目
に
、
渡
辺
氏
が
「
専
制
政
府
ハ
既
二
亡
滅
セ
ン
ト

　
ス
」
と
謂
ふ
演
題
に
て
、
外
国
の
例
を
引
い
て
論
弁
せ
し
中
、
忽
然
臨
監
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
検
吏
よ
り
中
止
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
し
か
、
其
翌
日
午
後
三
時
頃
、
一
人
の
巡

　
査
が
渡
辺
氏
の
宅
に
来
り
同
氏
を
拘
引
し
、
其
儘
拘
留
せ
ら
れ
居
し
が
、
遂

　
に
廿
二
日
、
高
知
軽
罪
裁
判
所
に
於
て
．
重
禁
鋼
四
年
罰
金
七
百
円
監
視
二

　
年
を
申
付
ら
れ
た
り
、
尤
も
同
氏
は
保
釈
を
願
ひ
上
告
せ
る
と
ぞ
、
と
神
戸

　
新
報
に
見
へ
し
が
、
記
者
は
大
方
狐
に
で
も
つ
ま
玉
れ
し
な
ら
ん
．
呵
々
。

　
こ
の
報
道
は
、
他
の
か
な
り
多
く
の
新
聞
に
も
み
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
同

月
二
日
・
朝
日
新
聞
（
大
阪
）
、
同
月
三
目
・
郵
便
報
知
新
聞
、
同
月
四
日
・

朝
野
新
聞
、
東
京
日
日
新
聞
、
同
月
八
日
・
愛
知
新
聞
、
五
月
六
日
・
茨
城
目

日
新
聞
の
記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
現
在
、
高
知
地
方
検
察
庁
に
は
、
当
時
の
判
決
正
本
を
完
全
に
保
管
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
。
そ
の
中
に
、
渡
辺
事
件
の
判
決
書
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
頃
、
高
知
周
辺

に
は
、
軽
罪
事
件
の
管
轄
を
と
く
に
許
さ
れ
た
脇
町
治
安
裁
判
所
、
中
村
始
審



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

裁
判
所
な
ど
が
あ
つ
た
か
ら
、
ム
，
心
の
た
め
、
私
は
、
徳
島
地
方
検
察
庁
お
よ
び

高
知
地
方
検
察
庁
中
村
支
部
に
つ
い
て
も
、
渡
辺
事
件
判
決
書
の
存
否
を
調
査

し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
そ
こ
で
、
い
ま
い
ち
ど
前
掲
土
陽
新
聞
の
記
事
を
み
る
に
、
そ
の
末
尾
に

「
－
－
と
神
戸
新
報
に
見
へ
し
が
、
記
老
は
大
方
狐
に
で
も
つ
ま
N
れ
し
な
ら

ん
。
呵
々
」
と
あ
る
点
が
注
意
を
惹
く
．
こ
の
文
章
は
、
前
掲
他
の
新
聞
の
記

事
に
は
み
え
て
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
渡
辺
事
件
の
最
初
の
報
道
は
、
神

戸
新
報
の
記
事
と
思
わ
れ
る
．
こ
の
新
聞
は
、
明
治
十
三
年
八
月
、
神
戸
で
創

刊
さ
れ
、
十
七
年
五
月
、
神
戸
又
新
目
報
の
発
刊
に
伴
い
、
そ
れ
に
合
併
さ
れ

　
　
　
　
　
（
5
｝

た
も
の
で
あ
る
が
、
十
五
年
二
月
二
十
八
日
・
同
新
報
に
、
渡
辺
事
件
に
関
し

て
前
掲
土
陽
新
聞
の
そ
れ
と
ほ
ぽ
同
じ
記
事
が
み
え
て
い
る
．
渡
辺
事
件
は
高

知
の
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
高
知
の

土
陽
新
聞
が
最
初
に
報
道
す
る
筈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
土

陽
新
聞
は
神
戸
新
報
の
記
事
を
転
載
し
、
そ
し
て
「
記
者
は
狐
に
で
も
つ
ま
』

れ
し
な
ら
ん
」
と
述
べ
て
い
る
．
こ
の
こ
と
は
、
土
陽
新
聞
の
記
者
は
、
神
戸

新
報
の
記
事
を
疑
つ
て
か
、
あ
る
い
は
虚
報
で
あ
る
と
し
て
報
道
し
た
も
の
と

み
て
よ
い
．
土
陽
新
聞
は
地
元
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
事
実
の
有
無
の
確
認
が

で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
他
の
地
方
の
新
聞
は
、
神
戸
新
報
の
記
事
を
そ
の
ま
ま

信
じ
て
報
道
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．

　
舌
禍
事
件
の
量
刑
で
、
監
視
の
附
加
刑
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
不
敬
罪
の
み

で
あ
る
こ
と
は
、
前
に
も
一
言
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
渡
辺
の
量
刑
「
重
禁

鋼
五
年
罰
金
七
百
円
監
視
二
年
」
の
内
、
罰
金
七
百
円
は
い
か
に
も
お
か
し

い
。
不
敬
罪
（
刑
法
第
一
一
七
条
）
の
罰
金
は
、
最
高
が
二
百
円
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

こ
の
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
罰
金
々
額
の
報
道
は
、
靖
、
の
記
事
が
捏
造
で
あ
つ
た

証
拠
と
み
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
渡
辺
事
件
が
事
実
無
恨
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

神
戸
新
報
は
な
ぜ
そ
う
し
た
虚
構
の
事
実
を
報
道
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
．
そ
の

点
、
私
は
全
く
理
解
に
苦
し
む
．
ま
た
渡
辺
良
綱
な
る
人
物
が
実
在
し
た
か
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

う
か
も
、
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
、
私
は
確
め
え
な
い
．

　
要
す
る
に
、
渡
辺
良
綱
事
件
は
、
当
時
の
か
な
り
多
く
の
新
聞
に
、
あ
た
か

も
不
敬
罪
事
件
で
あ
る
か
の
ご
と
き
量
刑
を
掲
げ
て
報
道
さ
れ
て
は
い
る
が
．

そ
の
存
在
は
多
分
に
疑
わ
し
い
謎
の
事
件
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
宮
武
外
骨
氏
は
、
こ
の
渡
辺
良
綱
事
件
を
、
明
治
初
期
舌
禍
の
一
事
件
と
し

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

て
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
．
前
述
の
ご
と
く
多
く
の
新
聞
が
そ
れ
を
報
道
し
て
い

る
以
上
、
宮
武
氏
が
そ
れ
を
実
在
の
事
件
と
了
解
さ
れ
た
こ
と
は
、
止
む
を
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
刑
法
第
一
一
七
条
（
天
皇
三
皇
皇
太
子
、
皇
陵
に
対
す
る
不
敬
罪
）
お
よ
び
第
一

　
一
八
条
（
皇
族
に
対
す
る
不
敬
罪
）
違
反
の
罪
に
は
、
か
な
ら
ず
監
視
が
附
加
さ
れ

る
が
（
刑
法
第
一
二
〇
条
）
、
官
吏
侮
辱
罪
（
刑
法
第
｝
四
一
条
）
、
公
然
誹
殿
罪
（
同

第
三
五
八
条
）
な
ど
の
場
合
に
は
、
監
視
の
附
加
刑
は
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

（
2
）
私
は
、
高
知
地
方
検
察
庁
庶
務
課
長
尾
崎
利
正
氏
に
、
こ
の
事
件
の
判
決
書
の

調
査
を
依
頼
、
同
氏
の
丹
念
な
探
索
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遂
に
判
決
書
は
発
見
さ
れ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
．
同
氏
の
学
恩
を
謝
す
。

（
3
）
前
掲
司
法
沿
革
誌
・
七
一
頁
、
六
三
頁
。

（
4
）
脇
町
治
安
裁
判
所
の
判
決
書
は
、
現
在
、
徳
島
地
方
検
察
庁
に
保
管
さ
れ
て
い

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
一
五
三
七
）



　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

（
5
）
橋
本
政
次
「
兵
庫
県
新
聞
史
」
・
前
掲
地
方
別
新
聞
史
二
一
二
二
頁
．

（
6
）
当
時
の
高
知
県
下
各
政
社
の
社
員
名
簿
の
中
に
も
、
彼
の
名
は
見
出
し
え
な
い

　
（
島
崎
猪
十
馬
「
明
治
時
代
高
知
旧
各
社
事
跡
」
・
土
佐
史
談
第
三
六
号
・
昭
和
六

年
・
四
三
頁
以
下
参
照
）
．

（
7
）
宮
武
外
骨
「
自
由
民
権
論
老
に
加
へ
た
る
刑
罰
」
・
新
旧
時
代
第
二
年
第
四
、

第
五
合
併
号
・
一
〇
〇
頁
、
同
「
明
治
演
説
史
」
・
大
正
十
五
年
・
一
四
四
頁
等
参

照
．

四
　
あ
と
が
き

　
以
上
に
お
い
て
、
私
は
．
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件
（
施

行
前
に
事
件
が
発
生
、
施
行
後
に
判
決
の
あ
つ
た
も
の
を
含
む
）
に
つ
ぎ
、
明
治
十
五

年
中
に
第
一
審
で
有
罪
判
決
を
う
け
た
十
四
件
（
人
員
＋
四
名
）
、
不
起
訴
一
件

（
人
員
一
名
）
、
予
審
免
訴
一
件
（
人
員
一
名
）
、
無
罪
判
決
二
件
（
人
員
二
名
）
、
存

否
不
明
事
件
一
件
（
人
員
一
名
）
、
十
六
年
中
に
有
罪
判
決
を
う
け
た
八
件
（
人
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

＋
一
名
）
、
予
審
免
訴
一
件
（
人
員
二
名
）
、
そ
れ
に
十
四
年
に
事
件
が
発
生
し
十

七
年
に
第
一
審
判
決
を
う
け
た
一
件
（
八
木
原
事
件
）
を
併
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
事
件

の
内
容
を
個
別
的
に
考
証
、
紹
介
し
た
。
な
お
、
明
治
十
六
年
の
山
本
栄
吉
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

件
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
考
証
し
た
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
。

　
次
に
、
こ
れ
ら
の
数
字
を
、
「
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
」
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み

た
い
．
ま
ず
「
第
四
統
計
年
鑑
」
に
は
、
明
治
十
五
年
の
不
敬
罪
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
諸
表
が
み
ら
れ
る
．

七
二
　
　
（
一
五
三
八
）

（
3
）

第
二
二
三
　
　
全
国
重
軽
罪
被
告
人
罪
状
及
言
渡
区
分
　
　
明
治
十
五
年

罪

状

天
皇
二
対
シ
不
敬

ノ
所
為
ヲ
ナ
ス

禁
　
　
鋼

重
二

軽
一

そ
の
他
合
　
計

一
四

附

力口

監
視九

罰
金

一
一

合
計

二
〇

手
塚
註

軽
禁
鋼
は
禁
獄
（
荒
川
事
件
の
量
刑
と
思
わ
れ
る
）

「
そ
の
他
」
は
無
罪
お
よ
び
予
審
免
訴
で
あ
る
．

第
二
三
五
　
　
軽
罪
被
告
人
罪
状
及
言
渡
区
分

禁
重

一
軽

鋼

の
こ
と
で
あ
る
。

罪

　

（
4
）

状

天
皇
二
対
シ
不
敬

ノ
所
為
ヲ
ナ
ス

無
罪
〔
免
訴
錘
鉾
、
誤
壌
監
視
婁
合
計

○

○

三

七

一

二

明
治
十
五
年

附
　
　
加

履
罰
金
一
合
計

九

一
〇

一
九

（
5
）

第
二
四
〇

欠
席
裁
判
二
係
ル
軽
罪
被
告
人
罪
状
及

言
渡
区
分

明
治
十
五
年

罪

状

天
皇
二
対
シ
不
敬

【
ノ
所
為
ヲ
ナ
ス

胚
箪
胆
鉾
画

　
　
　
重

　
　
　
　
　
　
鋼

　
　
禁

イ（1
覧ノ

合
計二

附

力口

蔵
匹
墨
合
計

ヘ
　
ノ

一

一

右
の
表
に
み
え
て
い
る
数
字
は
、
私
の
紹
介
し
た
人
員
よ
り
若
干
す
く
な



い
、
た
だ
、
欠
席
裁
判
に
つ
い
て
み
る
と
、
私
の
紹
介
（
門
田
平
三
事
件
）

り
も
一
名
多
い
．

　
ま
た
、
　
「
第
五
統
計
年
鑑
」
に
は
、

の
よ
う
な
諸
表
が
み
ら
れ
る
。

明
治
十
六
年
の
不
敬
罪
に
つ
い
て
、

よ次
（
6
）

第
二
七
九
　
　
重
軽
罪
被
告
人
罪
状
及
言
渡
区
分

明
治
十
六
年

罪

状

皇
室
二
対
ス
ル
罪

処
　
　
刑
　
　
者

禁

鋼

重
一
二

軽

○

合
　
　
計

一
二

（
7
）

第
二
八
八
　
裁
判
庁
所
在
府
県
別
軽
罪
被
告
人
及
罪
状
　
明
治
十
六
年

裏
墓
栃
木
至
壷
璽
山
至
墨
合
計

　
皇
室
二
対
ス
ル
罪
　
　
　
一
　
二
　
二
　
一

　
右
の
表
の
内
、
処
刑
人
員
に
つ
い
て
は
、
私
の
紹
介
と
完
全
に
一
致
す
る

が
．
裁
判
所
の
府
県
別
表
は
一
致
し
な
い
．
私
の
紹
介
し
た
九
件
十
二
名
の
裁

判
所
府
県
別
は
、
東
京
一
、
茨
城
一
、
栃
木
二
、
埼
玉
一
、
大
阪
一
、
福
島

一
、
三
重
一
、
兵
庫
一
、
新
潟
三
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
私
の
紹
介
し
た
数
と
、
刑
事
統
計
の
そ
れ
と
が
一
致
し
な
い

の
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
。
と
く
に
明
治
十
五
年
の
場
合
、
第
ニ
ニ

三
表
、
第
二
三
五
表
孟
者
の
実
数
に
相
違
か
あ
る
こ
と
も
不
可
解
で
あ
る
）
の
い

　
　
　
明
治
十
五
年
刑
法
施
行
直
後
の
不
敬
罪
事
件

一

』一

』一

一一
一

一一一
一
一

ず
れ
の
数
も
、
私
の
紹
介
し
た
数
よ
り
少
な
い
の
は
、
い
か
に
も
お
か
し
い
．

統
計
の
不
備
と
み
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
も
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
の

紹
介
も
果
し
て
完
全
な
実
数
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
、
よ
る
べ
き
統
計
上
の
確
実

な
根
拠
が
な
い
の
で
、
疑
う
べ
き
余
地
が
あ
る
．

　
な
お
、
将
来
の
探
求
に
よ
り
さ
ら
に
別
の
不
敬
罪
事
件
が
判
明
す
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
本
稿
は
一
応
こ
こ
で
筆
を
搦
く
。

（
1
）
　
八
木
原
事
件
の
連
累
者
て
あ
る
。
本
稿
・
八
木
原
繁
祉
事
件
の
註
2
6
・
本
誌
第

　
四
五
巻
六
号
七
三
頁
参
照
。

（
2
）
　
拙
稿
「
明
治
十
六
年
・
津
中
学
生
不
敬
罪
事
件
の
裁
判
記
録
ー
明
治
法
制
史
料

拾
遺
（
6
）
ー
」
・
本
誌
第
四
三
巻
四
号
・
六
一
頁
以
下
．

（
3
）
　
「
日
本
帝
国
第
四
統
計
年
鑑
」
・
六
四
七
頁
．
各
統
計
表
か
ら
、
不
敬
罪
関
係

部
分
を
識
き
出
し
、
図
表
の
形
式
は
、
掲
載
の
便
宜
上
、
適
宜
変
形
し
た
。
以
下
同

　
じ
。

ハ　　　 ハ

7654）　） ）　）

前
掲
書
・
六
七
二
頁
。

前
掲
書
・
六
八
九
頁
。

「
日
本
帝
国
第
五
統
計
年
鑑
」
・
六
六
七
頁
。

前
掲
書
・
六
九
三
頁
i
六
九
六
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
八
日
）

七
三
　
　
（
一
五
三
九
）


